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議案第１号  

 

公平委員会委員の選任について 

 

 

下記の者を公平委員会の委員に選任したいので、地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

氏  名 生 年 月 日 住     所 備考 

  瀬 源 司 昭和２５年１２月２１日 長野県伊那市高遠町西高遠９４９番地 新任 

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長    白 鳥  孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

伊藤俊規委員が令和４年７月１９日付けで辞職したことに伴い、上記の者を公平委

員会の委員に選任したいので、提案するものであります。 

なお、委員の任期は前任者の残任期間、略歴は別紙のとおりであります。 
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略    歴 
 


ひ ろ

 瀬
せ

 源
げん

 司
じ

 

 

       昭和２５年１２月２１日生（満７１歳） 

         本 籍  長野県伊那市高遠町西高遠９４９番地 

                  住 所  長野県伊那市高遠町西高遠９４９番地 

                  政 党 無所属 

 

 
最 終 学 歴 

 
 
  昭和４４年  ３月    長野県高遠高等学校卒業 
 
 
 
 

職     歴 
 
 
自 昭和４４年  ４月 

利見商事株式会社 
至  昭和４７年１２月 
 
 
自 昭和４８年  ４月 

高遠町職員 
至  平成１８年 ３月 
 
 
自 平成１８年 ３月 
            伊那市高遠町総合支所保健福祉課長 
至 平成１８年 ５月 
 
 
自 平成１８年 ５月 
            伊那市保健福祉部高齢者福祉課長 
至 平成２３年 ３月 
 
 
自 平成２３年 ４月 
            社会福祉法人高遠さくら福祉会常務理事 
至 平成２４年 ３月 
 
 
自 平成２４年 ４月  社会福祉法人伊那市社会福祉協議会 
             
至 平成２５年 ３月  デイサービスセンターみその園所長 
 
 
自 平成２６年 ５月 
            高遠町地域自治区長 
至 平成２８年 ３月 
 
 
 
 

公  職  歴 
 
 
自 令和 ２年  ４月 
                        高遠北区長 
至  令和 ３年 ３月 
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議案第２号  

 

請負契約の締結について 

 

 

市営住宅若宮団地若者・子育て向け住宅建築工事について、下記のとおり請負契約

を締結するため、伊那市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（平成１８年伊那市条例第４７号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  市営住宅若宮団地若者・子育て向け住宅建築工事 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札による契約 

３ 契 約 金 額  ５６６,５００,０００円 

          （内消費税 ５１,５００,０００円） 

４ 契約の相手方  伊那市山寺２５４番地４ 

          西武・清野特定建設工事共同企業体 

           代表構成員 春日 貞秋 

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白  鳥   孝    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

市営住宅若宮団地若者・子育て向け住宅建築工事請負契約を締結するため、提案す

るものであります。 
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議案第３号  

 

市道路線の変更について 

 

 

下記のとおり市道路線の変更を行いたいので、道路法（昭和２７年法律第１８０

号）第１０条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

変更路線 

路線番号 路 線 名 
区

分 
起   点 終   点 

重要な

経過地 

参    考 

延  長 幅  員 

Ｉ－４１６１ 美篶団地２号線 

前 
美原 

7448番100先 

美原 

7448番212先 
 

ﾒｰﾄﾙ 

649.8 

ﾒｰﾄﾙ 

3.0～5.1 

後 
美原 

7448番100先 

美原 

7446番41先 
 

410.0 3.5～5.1 

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

上記の路線は、伊那中央清掃センター跡地の整備に伴い、路線を整理するため、提

案するものであります。 
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議案第４号 

 

伊那市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 伊那市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年伊那市条例第３２号）の一部を

次のように改正する。 

 

 第２条第３号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、

次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア(ア)中「第２条の４」を「当該子の出

生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当

該期間の末日から６月を経過する日、第２条の４」に、「、２歳」を「当該子が２

歳」に改め、同号イ中「第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その

養育する子が１歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳到達日」とい

う。）（当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当

該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業

をしている非常勤職員に限る。）」を「次のいずれかに該当する非常勤職員」に改め、

同号イの次に次のように加える。 

   (ア) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当

該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該当してす

る育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあ

っては、当該末日とされた日。以下この(ア)において同じ。）において育児

休業をしている非常勤職員であって、同条第３号に掲げる場合に該当して当

該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようと

するもの 

   (イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合

であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に

採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期

の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとするもの 

 

 第２条第３号ウを削る。 

 

 第２条の３第３号中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該子を

養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員

の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法定育児休

業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日

とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法定育児休業の期間の末日

とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の
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期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日

とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期

の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は

当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする

場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき」を「養育する非常勤職員

が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合

に該当して育児休業をしている場合であって第３条第７号に掲げる事情に該当すると

きはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあ

ってはウに掲げる場合に該当する場合）」に改め、同号イを同号ウとし、同号ア中

「非常勤職員がする」を「非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする」に、「配

偶者がする」を「配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してす

る」に改め、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加える。 

  ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合

に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若し

くはこれに相当する場合に該当してする法定育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育

児休業の期間の末日とされた日と当該法定育児休業の期間の末日とされた日が

異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場

合又はこれに相当する場合に該当して法定育児休業をする場合にあっては、当

該法定育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとする場合 

 

 第２条の３第３号に次のように加える。 

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が

前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の

１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）後の期間において

この号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合 

 

 第２条の４中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当

該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を

育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更

新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該

任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するとき」を「養育

する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子につい

てこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情

に該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別

の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合）」に改め、同条中第

２号を第３号とし、第１号を第２号とし、第１号として次の１号を加える。 
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 (1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者

がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して法定育児休業をす

る場合にあっては、当該法定育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

 

 第２条の４に次の１号を加える。 

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間におい

てこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

 

 第２条の５を削る。 

 

 第３条中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、同条第８号中

「その任期」を「任期を定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職

員」を「もの」に、「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、

「に特定職に引き続き」を「引き続いて特定職に」に、「任期の末日の翌日又は当該

引き続き採用される日」を「育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の

翌日又は当該採用の日」に改め、同号を同条第７号とする。 

 

 第３条の次に次の１条を加える。 

 （法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期

間） 

第３条の２ 法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定

める期間は、５７日間とする。 

 

 第１１条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例によ

る改正前の第３条（第５号に係る部分に限る。）及び第１１条（第６号に係る部分

に限る。）の規定の適用については、なお従前の例による。 

 

 

 

令和４年８月２６日提出 
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伊那市長  白 鳥  孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

職員の育児休業等の運用について、所要の改正を行うため、提案するものでありま

す。 
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議案第５号  

 

令和３年度伊那市一般会計歳入歳出決算認定について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度伊那市一般会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 
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議案第６号 

 

令和３年度伊那市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度伊那市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。  

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 
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議案第７号 

 

令和３年度伊那市国民健康保険直営診療所特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度伊那市国民健康保険直営診療所特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付

けて議会の認定に付する。  

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 
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議案第８号 

 

令和３年度伊那市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度伊那市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会

の認定に付する。  

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 
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議案第９号 

 

令和３年度伊那市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度伊那市介護保険特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。  

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 



 

- 16 - 

 

議案第１０号 

 

令和３年度伊那市営駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度伊那市営駐車場事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。  

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 



 

- 17 - 

 

議案第１１号 

 

令和３年度伊那市公有財産管理活用事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度伊那市公有財産管理活用事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。  

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 

 



 

- 18 - 

 

議案第１２号 

 

令和３年度伊那市藤沢財産区特別会計歳入歳出決算認定について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度伊那市藤沢財産区特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認

定に付する。  

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 

 



 

- 19 - 

 

議案第１３号 

 

令和３年度伊那市北原財産区特別会計歳入歳出決算認定について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度伊那市北原財産区特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認

定に付する。  

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 

 



 

- 20 - 

 

議案第１４号 

 

令和３年度伊那市長藤財産区特別会計歳入歳出決算認定について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度伊那市長藤財産区特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認

定に付する。  

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 

 



 

- 21 - 

 

議案第１５号 

 

令和３年度伊那市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定に 

ついて 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令和

３年度伊那市水道事業会計未処分利益剰余金３１０,３５７,５５７円のうち 

１０９,４７６,７１１円を自己資本金に組み入れ、２００,８８０,８４６円を減債積

立金に積み立てることについて、議会の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項

の規定により、令和３年度伊那市水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて

議会の認定に付する。 

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 

 

 

 

 



 

- 22 - 

 

議案第１６号 

 

令和３年度伊那市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定 

について 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令和

３年度伊那市下水道事業会計未処分利益剰余金３４５,７６０,６５３円を減債積立金

に積み立てることについて、議会の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規

定により、令和３年度伊那市下水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。 

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 

 

 

 

 



 

- 23 - 

 

議案第１７号 

 

令和３年度伊那市自動車運送事業会計未処理欠損金の処分及び決算認定 

について  

 

 

伊那市自動車運送事業の設置等に関する条例（平成１８年伊那市条例第２０６号）

第４条の２第３項の規定により、令和３年度伊那市自動車運送事業会計未処理欠損金

２３,３２０,８７４円に、建設改良積立金を充てることについて、議会の議決を求め

るとともに、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定に

より、令和３年度伊那市自動車運送事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。 

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 



 

- 24 - 

 

議案第１８号 

 

令和４年度伊那市一般会計第２回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和４年

度伊那市一般会計第２回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 



 

- 25 - 

 

議案第１９号 

 

令和４年度伊那市国民健康保険特別会計第１回補正予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和４年

度伊那市国民健康保険特別会計第１回補正予算を、別冊のとおり提出する。 

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 

 



 

- 26 - 

 

議案第２０号 

 

令和４年度伊那市介護保険特別会計第１回補正予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和４年

度伊那市介護保険特別会計第１回補正予算を、別冊のとおり提出する。 

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 



 

- 27 - 

 

議案第２１号  

 

令和４年度伊那市営駐車場事業特別会計第１回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和４年

度伊那市営駐車場事業特別会計第１回補正予算を、別冊のとおり提出する。 

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 



 

- 28 - 

 

議案第２２号 

 

令和４年度伊那市水道事業会計第１回補正予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和４年

度伊那市水道事業会計第１回補正予算を、別冊のとおり提出する。 

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 

 

 



 

- 29 - 

 

議案第２３号 

 

令和４年度伊那市下水道事業会計第２回補正予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和４年

度伊那市下水道事業会計第２回補正予算を、別冊のとおり提出する。 

 

 

 

令和４年８月２６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 

 

 

 


